
わがまち魅力アップ応援事業（平成２５年度事業）

選考基準 換算点数

項目 審査の視点 ５段階評価 配点

高く評価できる 5 28

評価できる 4 20

ある程度評価できる 3 16

あまり評価できない 2 8

評価できない 1 0

高く評価できる 5 28

評価できる 4 20

ある程度評価できる 3 16

あまり評価できない 2 8

評価できない 1 0

高く評価できる 5 20

評価できる 4 16

ある程度評価できる 3 12

あまり評価できない 2 4

評価できない 1 0

高く評価できる 5 12

評価できる 4 10

ある程度評価できる 3 8

あまり評価できない 2 4

評価できない 1 0

高く評価できる 5 12

評価できる 4 10

ある程度評価できる 3 8

あまり評価できない 2 4

評価できない 1 0

合計点 60

平均点 60点
満点 100点

独創性

・補助金に見合う効果が期待できるか。
・総合計画「地域まちづくり方針」に沿った内容であるか。
・経費の使途が適切であるか。
・事業内容に一貫性（ストーリー）があるか。

・事業の主旨や目的が地域の実情に照らして明確であるか。
・事業計画が実現可能な体制（規模）や内容であるか。
・地域の合意が得られているか。

・地域の特性を生かした取組であるか。
・独自の発想や斬新なアイデアによる個性豊かな事業であるか。
・他の模範となる先進的な内容であるか。

公益性

・地域への波及効果が期待でき、地域の住民にその効果が還元される事業であるか。
・応募団体の特定の者だけが利益を受ける事業ではない。
・市民の税金の使われ方としてふさわしい事業である。
・地域の課題を捉え、その解決に結びつく事業である。

継続性・発展性
・市の支援が終了した後も継続的に取り組まれることが期待できるか。
・新たな事業（展開）に発展する可能性があるか。
・多くの住民に共感される事業であるか。

追加資料２－１

有効性

妥当性・計画性

※審査委員は１～５（5段階）で評価していただき、事務局は右列の配点で集計する。 


